
平成26年度の審議の進め方  

平成25年１１月２９日 
国土交通省 中部地方整備局 

資料１５ 



参考資料 

■中部地方整備局 

 各年度の審議件数と委員会開催数 
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H18～21 (4ヶ年)=124件 
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H22～24 (3ヶ年)=127件 

H22案件 
予定 

審議件数の増加！ 
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 審議数の増加に伴い事業１件当たりの審議時間は平均で5分減っている。社会情勢変化のあった事
業、重要な事業の適切な審議に必要な時間の確保が出来ていない。 

 審議回数が増加し、スケジュール調整など、委員への負担が生じている。 
 結果、委員出席率が低下するなど、充実した審議に向け出席率を上げられるよう「審議方法の改善」

に取り組む必要がある。 

1件あたりの審議時間

平均１９分 

５分
減少 

1件あたりの審議時間 

審議件数の増加 

２ 出席率の低下 



事業を巡る社会経済情勢等の大きな変化がない場合等においても一律に費用対効果分析を実 
 施しており、事業評価に係る費用が効果的に遣われていない。 
事業再評価の意義に鑑みて、評価作業にかかるコスト等を考慮し、総合的な視点から評価作業 
 の効率性の改善を図るため、費用対効果分析についても合理化を図る。 

 【費用対効果分析を合理化する理由】 

 重点的な審議に向けて（メリハリある審議） 

平成２２年度より、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上をはかるため、   
 再評価実施サイクルを５年から３年に短縮（これまでに１サイクル経過）。 
サイクルが短くなったことで、年間の審議案件が増加し、１件にかけられる審議時間が短くなった。 
 ・事業計画等の変更など、重点的な審議が必要な事業について、充分な審議時間を確保する必 
  要がある。 
このため、社会経済情勢等、変化が見られない事業において、審議の効率化を行い、変化があり  
 “重点的な審議”が必要な事業」に審議時間をシフトし、審議の充実を図る。 

 【審議の重点化・効率化する理由】 

メリハリある審議 

重点的な審議が必要な事業 状況変化がない事業 
審議時間 

のシフト 

３ 

小 多 審議時間 

【重点化するポイント】  
 ・社会情勢の変化 

 ・事業計画の変化等 

 【効率化するポイント】  

 ・変化がない事を簡潔に説明 

  ・上記以外は省略 



費用対効果分析の実施判定について  



 費用対効果分析を実施しない運用について 
【本省通達に基づくB/C算定の判定フロー】 

※費用対効果分析の効率化については、2回以上連続して実施しない 

「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の運用について」 
  平成25年11月1日付 国官総第205号、国官技第165号 
 

（主なポイント） 
 ■費用対効果分析を実施しないことができる運用を定めたところ 
 
 ■詳細については、下記の通り例を示すので事業評価監視委員 
  会の意見を踏まえた上で適切に対応されたい 
 
  （例示：B/C算定の判定フロー参照） 

【対応方針（案）】 中部地方事業評価監視員会 

上記、本省通達を踏まえ費用対効果分析を実
施しない運用について、試行導入を図りたい。 

■試行導入時期 ： H26年度より 

■運用（案） ： 費用対効果分析実施判定票による 

           

４ 



 費用対効果分析を実施しない運用について 

５ 



審議の重点化（効率化）に向けた取り組みについて 



■審議の重点化（案） 
 

 審議案件を 重点審議 ・ 一括審議 の２区分に整理  
  

     
【審議区分の選定(案）】 
■Ｂ/Ｃの算定を実施する事業については、重点審議とする。 
■Ｂ/Ｃの算定をしない事業については、原則 「一括審議」とする。 
※なお、Ｂ/Ｃの算定をしない事業であっても、大規模事業など、代表的な事業については、「重点審議」とする。  
※また、委員会からの求めがあった場合等、必要が生じた場合については、「重点審議」とする。 

 委員会の進め方等について 

重点審議 
 

・B/C算定する事業 
・大規模、代表的な事業 
・必要が生じた事業  

  
（30分程度） 

 

説 明 ： ５~15分 
審 議 ： 15~20分 

説明と資料の簡略化 

一括審議 
・Ｂ/Ｃ 算定をしない事業 

 
   説 明 ：概略説明 
   審 議 ：省 略 

 

６ 

 

審議の重点化(効率化)に向けた審議区分 

凡例 

        ： 重点審議のうち、Ｂ／Ｃは算定しない事業 



委員会の進め方等について 
説明資料の構成 ・ 資料作成の効率化（簡素化）の方法 

 

委員会 当日の審議                    
                  
【重点審議の説明資料】                          【一括審議事業の説明資料】  
 

  １．事業の概要 
   ① 事業の目的 
   ② 計画内容 
 

   
 
 

  ２．費用対効果分析  
    (B/Cを算出しない場合は前回データを使用） 

    
 

  ３．評価の視点 
   ① 事業の必要性等に関する視点 
    1) 事業を巡る社会経済情勢等の変化 
    2) 事業の投資効果 
    3) 事業の進捗状況 
   ② 事業の進捗の見込みの視点 
   ③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 
 

  ４．県・政令市への意見聴取結果 
 

  ５．対応方針（原案） 
 

 
                    
         
    

  １．事業の概要 
   ① 事業の目的 
   ② 計画内容 
 
   

   
   
  ２．費用対効果分析 
 
   ３．評価の視点 
  ① 事業の必要性等に関する視点 
    1) 事業を巡る社会経済情勢等の変化 
    2) 事業の投資効果 
    3) 事業の進捗状況 
   ② 事業の進捗の見込みの視点 
   ③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点 
 

   ４．県・政令市への意見聴取結果 
 
  ５．対応方針(原案) 
 

（前回データ使用） 

状況変化のポイン（理由）を 
重点的に説明 

               ＊作成資料の簡素化                 
【再評価に係る資料（カルテ）で簡潔に説明】 

＊事業の目的を簡潔に説明 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             審議の重点化に向けた判定区分（全事業）と委員会等への説明方法        

 

      事業主体が判定を実施し、 

                     B/Cと同時に個別説明し了承を得る 

 

    Ｂ／Ｃを算定する事業                      Ｂ／Ｃを算定しない事業 

 

 

 

内、 大規模など、代表的な事業           

内、必要が生じた場合（委員から詳細な説明の求めがあった場合等）           

費用対効果分析実施しない判定と審議の重点化(効率化)の取組フロー  

             費用対効果分析(Ｂ／Ｃ)を行わない判定区分と委員会等への説明方法          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定根拠票にて説明(外的、内的要因等説明)                  
時期：平成26年1月～2月に委員会を想定                                                            
＊前回評価資料(説明資料、前回の事業再評価報告書（カルテ)にて 

      判定後の審議区分と説明手法 

 

 

 

 

 

【重点審議】   （年間４回程度を想定) 

社会情勢変化、事業を取り巻く環境、事業費の増加、
事業期間の延長等、変化要因のポイントを重点的に説
明し、審議。 

※一部、前回B/Cデータ使用する事業含む。  

【一括審議】 （第1回委員会予定）  

事業概要、事業再評価報告書（カルテ）、一覧表等を
使用して内容を簡潔に説明。 

概略説明のみで対応方針（案）の了承を得る    
(審議は省略) 

８ ※従来取組でいた同一路線事業などの一括説明は、重点審議でも採用していくこととする 

社会情勢変化等により費用対効果の要
因変化がある事業 

                         
＝ Ｂ／Ｃを算定する           

※委員から求められた場合 又は、 

  必要が生じた場合はB/Cを算定する 

社会情勢変化等により費用対効果の要因変化がない事業 

費用対効果分析の実施判定票により全ての項目にチェック
が該当 ＝ Ｂ／Ｃを算定しない 

委員会の進め方等について 

＊事業主体が判定を実施し、委員に説明し意見を聴く（審議・了承を得る） 



一括審議の説明資料について（事業概要 例） 

９ 

一括審議の説明資料イメージ（一例） 



事業概要（一例） 一括審議の説明資料について（事業概要 例） 

１０ 



 B/Cを算定しない判定基準について 一括審議の説明資料について 
前回の事業再評価 報告書（カルテ） 

１１ 



 B/Cを算定しない判定基準について 一括審議の説明資料について 

１２ 



 B/Cを算定しない判定基準について 一括審議の説明資料について 

１３ 
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